
































































































【調査票１（作業部会①－１「基準」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 
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■総合的事項 
1. 精神保健福祉法第 19 条にある 

「体制の整備を図るよう努めるものとする。」 
について、都道府県あるいは政令指定都市として、どの程度努力できていますか？ 
□ 件数・内容ともに他の自治体に誇れる体制を構築している 
□ 他の自治体を上回る体制と考えられ、ほぼ問題はない 
□ 他の自治体と同等の体制と考えているが、課題がある 
□ 他の自治体を下回ると考えられ、課題が山積している 
□ 整備していないか、それに等しい 
具体的な補足事項があればご記入ください？ 
                                        
                                        

 
2. 貴自治体における精神科救急医療体制整備事業のための年間拠出額を回答してくださ

い。（国庫 1/2 となっており、自治体分と別々にご回答ください。独自の事業があれば

さらに別に記入してください。） 
 国庫補助額 自治体負担額 独自事業の額 合 計 

平成 27 年度 円 円 円 円 
平成 28 年度 円 円 円 円 

 
補足：                                     
                                        

 
3. 都道府県あるいは政令指定都市として「精神科救急医療体制整備事業実施要綱」を定

めていますか？ 
□はい □いいえ 
 

4. 精神科救急医療体制として複数圏域を定めていますか？ 
□はい □いいえ（全県一区） 

 
その圏域は一般医療における二次医療圏と同じですか？ 
□はい □いいえ  
例えば 2 次医療圏 3 つ程度を一つの精神科救急医療圏域に設定しているなどの場合、

補足説明をお願いします。 
補足：                                     
                                        
精神科救急医療圏域について概況を記入してください。 
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精神科救急医療体制に関するアンケート 
 

このアンケートは、各自治体が実施する精神科救急医療体制整備事業に関する調査です。 
精神保健福祉法第 19 条には、 

「都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提供されるように、夜間又は休日

において（中略）地域の実情に応じた体制の整備を図るよう努めるものとする。 」 
とあり、本調査は各都道府県ないし政令都市に、精神科救急医療体制の実態をご回答いた

だき、現状把握につとめ、今後のさらなる整備、ひいては国民や地域の精神保健福祉医療

を通じた健康増進に寄与する目的で行うものです。 
ご担当者様お 1 人での回答が困難な設問も多々あるかと思います。是非とも課内、部内、

庁内で確認いただき、自治体全体として正確な回答をお願いいたします。 
各自治体における精神科救急医療体制整備事業を政令都市と都道府県で協調して行って

いる場合は、一括回答で結構です。独立している場合はそれぞれ回答してください。 
ご多忙中恐縮ですがどうぞ宜しくお願いいたします。 

 
■代表的な回答者に関すること 
1. 地方公共団体名              都・道・府・県・指定都市 
2. ご所属                                    
3. ご職名                                    
4. お名前                                    
5. ご連絡先 電話：                               

     Email：          ＠                   
6. 政令市との協調等による一括回答の場合、協調自治体名と担当者名をご記入ください。 

                                       
                                       
                                       
 

 
お問い合わせ 
公益社団法人 日本精神科病院協会 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 運営事務局 
〒108-8554 東京都港区芝浦 3-15-14 
TEL 03-5232-3311 FAX 03-5232-3309  
担当 大竹、瀬尾、田中 
メールでのお問い合わせ：n-seo@nisseikyo.or.jp 
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圏域名 圏域内人口 
（万人） 

精神科救急医療体制に

参加している病院数 
（うち救急入院料病棟

認可ある病院数） 

消防法実施基準

における身体合

併症に対応でき

る病院数 

1.   （   ）  
2.   （   ）  
3.   （   ）  
4.   （   ）  
5.   （   ）  
6.   （   ）  
7.   （   ）  
8.   （   ）  

 
5. 運用時間帯は？  

□ 24 時間 365 日 
□ 休日・夜間 
□ その他                                   

 
6. 連絡調整会議を開催していますか？ 

□はい（年   回） □いいえ 
 
その参加者は？ 
□都道府県・指定都市 
□市町村等 
□医師会 
□精神科病院協会 
□精神科診療所協会 
□その他病院団体 
□常時対応型病院 
□輪番病院 
□支援病院 
□一般医療機関 
□受診前相談対応者（情報センターや医療相談対応者） 
□消防機関あるいはメディカルコントロール関係者 
□警察 
□当事者 
□その他（                       ） 
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その議題は？ 
毎回の議題 必要時のみの議題 

□       □     厚生労働省からの伝達事項 
□       □     自治体の実施要項に関する事項 
□       □     事業実績 
□       □     移送に関する事項 
□       □     身体科との連携に関する事項 
□       □     個々の事例の対応適切性に関する事後検証 
□       □     その他                   

 
7. 国の定める精神科救急医療体制整備事業実施要項における以下のメニューのうち、貴

都道府県（指定都市）による指定はありますか？ 
（あるものにチェック 複数可 複数施設指定の場合は数を記入） 
□精神医療相談窓口  （   箇所） 
□精神科救急情報センター （   箇所） 
□病院群輪番型  （   箇所） 
□常時対応型  （   箇所） 
□外来対応施設  （   箇所） 
□支援病院   （   箇所）  
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■ 受診前相談（精神科救急情報センター・医療相談窓口） 
1. 精神科救急情報センターと医療相談窓口の両事業がある場合、機能的な差異はありま

すか？ 
□はい □いいえ 
 
「はい」の場合 どのような違いですか？ 
                                       
                                       
                                       
 

2. カバー圏域は？（複数可） 
◆精神科救急情報センター 

□ 都道府県（政令市）全域 
□ 圏域ごと分担（具体的な状況について説明してください） 

                                    
                                    

◆精神科医療相談窓口 
□ 都道府県（政令市）全域 
□ 圏域ごと分担（具体的な状況について説明してください） 

                                    
                                    

 
3. 精神科救急情報センターや精神科医療相談窓口はどのような機関に設置されています

か？ 
◆精神科救急情報センター 

□ 精神保健福祉センターなど行政機関 
□ 県立病院など公的医療機関 
□ 精神科救急医療体制に参加している公的以外の病院 
□ その他                                

◆精神科医療相談窓口 
□ 精神保健福祉センターなど行政機関 
□ 県立病院など公的医療機関 
□ 精神科救急医療体制に参加している公的以外の病院 
□ その他                                
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4. 精神科救急情報センターでの措置通報手続きについて 
□ 行わない 
□ 行う 

→その場合の対応者やどこまでを情報センターとして行うのか等、具体的な流れ

を可能な範囲でお示しください。 
措置通報（22～25 条）受理                      
27 条の調査                             
移送                                 
27 条診察の実施                            

□ その他                                 
 
5. 身体科医療機関との調整について 

（当事者への受診勧告等の助言ではなく、身体科医療機関に直接連絡し、受け入れな

どが決着するまで調整すること） 
◆精神科救急情報センター 

□ 行わない 
□ 行う 

◆精神科医療相談窓口 
□ 行わない 
□ 行う 

 
6. 対応者の職種（複数可） 

◆精神科救急情報センター 
□精神保健福祉士  （□常勤 □非常勤） 
□心理士   （□常勤 □非常勤） 
□看護師   （□常勤 □非常勤） 
□教育を受けた無資格者 （□常勤 □非常勤） 
□その他   （□常勤 □非常勤） 

◆精神科医療相談窓口 
□精神保健福祉士  （□常勤 □非常勤） 
□心理士   （□常勤 □非常勤） 
□看護師   （□常勤 □非常勤） 
□教育を受けた無資格者 （□常勤 □非常勤） 
□その他   （□常勤 □非常勤） 
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◆精神科医療相談窓口 
□ 都道府県（政令市）全域 
□ 圏域ごと分担（具体的な状況について説明してください） 

                                    
                                    

 
3. 精神科救急情報センターや精神科医療相談窓口はどのような機関に設置されています

か？ 
◆精神科救急情報センター 

□ 精神保健福祉センターなど行政機関 
□ 県立病院など公的医療機関 
□ 精神科救急医療体制に参加している公的以外の病院 
□ その他                                

◆精神科医療相談窓口 
□ 精神保健福祉センターなど行政機関 
□ 県立病院など公的医療機関 
□ 精神科救急医療体制に参加している公的以外の病院 
□ その他                                
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6 
 

4. 精神科救急情報センターでの措置通報手続きについて 
□ 行わない 
□ 行う 

→その場合の対応者やどこまでを情報センターとして行うのか等、具体的な流れ

を可能な範囲でお示しください。 
措置通報（22～25 条）受理                      
27 条の調査                             
移送                                 
27 条診察の実施                            

□ その他                                 
 
5. 身体科医療機関との調整について 

（当事者への受診勧告等の助言ではなく、身体科医療機関に直接連絡し、受け入れな

どが決着するまで調整すること） 
◆精神科救急情報センター 

□ 行わない 
□ 行う 

◆精神科医療相談窓口 
□ 行わない 
□ 行う 

 
6. 対応者の職種（複数可） 

◆精神科救急情報センター 
□精神保健福祉士  （□常勤 □非常勤） 
□心理士   （□常勤 □非常勤） 
□看護師   （□常勤 □非常勤） 
□教育を受けた無資格者 （□常勤 □非常勤） 
□その他   （□常勤 □非常勤） 

◆精神科医療相談窓口 
□精神保健福祉士  （□常勤 □非常勤） 
□心理士   （□常勤 □非常勤） 
□看護師   （□常勤 □非常勤） 
□教育を受けた無資格者 （□常勤 □非常勤） 
□その他   （□常勤 □非常勤） 
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7 
 

7. 周知 
◆精神科救急情報センター 

□広報誌や HP 等広く都道府県民まで周知（方法            ） 
□関係機関のみ 
□その他                                

◆精神科医療相談窓口 
□広報誌や HP 等広く都道府県民まで周知（方法            ） 
□関係機関のみ 
□その他                                

 
8. 医師の応援・助言体制 

◆精神科救急情報センター 
□あり どのような体制ですか                         
□なし 

◆精神科医療相談窓口 
□あり どのような体制ですか                         
□なし 
 

9. 対応マニュアルの有無  
◆精神科救急情報センター □あり □なし 
◆精神科医療相談窓口   □あり □なし 

 
10. 対応技術等についての就業前研修の義務化  

◆精神科救急情報センター □あり □なし 
◆精神科医療相談窓口   □あり □なし 

 
11. 地域資源の知識の確保 

研修の有無        □あり □なし 
関連施設リストの整備   □あり □なし 
 

12. メディカルコントロール（MC）体制との連携 
□あり □なし 
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■精神科救急医療の確保 
1. 重症度による対応の区別をしていますか 

□はい □いいえ 
 
重症度別の対応機関を記入してください（病院名（固定の場合）や体制内での役割） 
（圏域ごとに異なる場合は他の用紙を用いて圏域ごとの状況を記入してください） 
外来対応：（例：救急当番診療所）                        
任意入院：（例：救急当番病院）                         
医療保護：                                  
応急入院：                                  
緊急措置入院：（例：県立□□病院）                       
措置入院：                                  
身体合併症：（例：○○医療センター）                      

 
2. 地域によってはアクセスしにくい、あるいは救急医療サービスを受けにくいといった

事態が想定されますか？ 
□はい □いいえ 
はいの場合 
                                       
そうした事例が無かったかどうかを検証する機会はありますか？ 
□はい □いいえ 
はいの場合 
                                       

 
3. 以下のニーズのうち、精神科救急医療体制としての対応についてお答えください 

1) 日中に発生したケース 
□ 時間帯に関係なく精神科救急医療体制の事例として対応する 
□ 精神科救急医療体制の事例とはせず、通常受診として対応する 
□ 場合によっては精神科救急医療体制の事例としての対応する 
（具体的に 例：24 条通報の場合は精神科救急医療体制整備事業で対応する場合

がある、救急車が搬送先に苦慮した場合は精神科救急医療体制を通じて受け入れ

先を探すことがある等） 
                                     
                                     
                                     
 
 
 

52



【調査票１（作業部会①－１「基準」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

7 
 

7. 周知 
◆精神科救急情報センター 

□広報誌や HP 等広く都道府県民まで周知（方法            ） 
□関係機関のみ 
□その他                                

◆精神科医療相談窓口 
□広報誌や HP 等広く都道府県民まで周知（方法            ） 
□関係機関のみ 
□その他                                

 
8. 医師の応援・助言体制 

◆精神科救急情報センター 
□あり どのような体制ですか                         
□なし 

◆精神科医療相談窓口 
□あり どのような体制ですか                         
□なし 
 

9. 対応マニュアルの有無  
◆精神科救急情報センター □あり □なし 
◆精神科医療相談窓口   □あり □なし 

 
10. 対応技術等についての就業前研修の義務化  

◆精神科救急情報センター □あり □なし 
◆精神科医療相談窓口   □あり □なし 

 
11. 地域資源の知識の確保 

研修の有無        □あり □なし 
関連施設リストの整備   □あり □なし 
 

12. メディカルコントロール（MC）体制との連携 
□あり □なし 
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8 
 

■精神科救急医療の確保 
1. 重症度による対応の区別をしていますか 

□はい □いいえ 
 
重症度別の対応機関を記入してください（病院名（固定の場合）や体制内での役割） 
（圏域ごとに異なる場合は他の用紙を用いて圏域ごとの状況を記入してください） 
外来対応：（例：救急当番診療所）                        
任意入院：（例：救急当番病院）                         
医療保護：                                  
応急入院：                                  
緊急措置入院：（例：県立□□病院）                       
措置入院：                                  
身体合併症：（例：○○医療センター）                      

 
2. 地域によってはアクセスしにくい、あるいは救急医療サービスを受けにくいといった

事態が想定されますか？ 
□はい □いいえ 
はいの場合 
                                       
そうした事例が無かったかどうかを検証する機会はありますか？ 
□はい □いいえ 
はいの場合 
                                       

 
3. 以下のニーズのうち、精神科救急医療体制としての対応についてお答えください 

1) 日中に発生したケース 
□ 時間帯に関係なく精神科救急医療体制の事例として対応する 
□ 精神科救急医療体制の事例とはせず、通常受診として対応する 
□ 場合によっては精神科救急医療体制の事例としての対応する 
（具体的に 例：24 条通報の場合は精神科救急医療体制整備事業で対応する場合

がある、救急車が搬送先に苦慮した場合は精神科救急医療体制を通じて受け入れ

先を探すことがある等） 
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2) かかりつけ医がある場合 
① 時間外について、かかりつけ医が原則対応するルールがあるかどうか 

□あり □なし 
② かかりつけ医が診療所などで時間外対応できない場合の 1 次対応 

□診療所同士の協定等による対応 
□1 次当番を決めている 
□当番病院で対応する 

③ かかりつけ医が対応した場合の救急事業実績上の取り扱い（当番日でない場

合） 
□救急事業実績とする。 
□救急事業実績としない。 

④ かかりつけ医がたまたま救急当番医であり、対応した場合の救急事業実績上

の取り扱い 
□救急事業実績とする。 
□救急事業実績としない。 
 

その他、例外的な状況があればご記入ください 
                                     
                                     
                                     

 
3) これらのトリアージについては（複数可） 

□ 都道府県の事業実施要綱等、書面ルールで規定されている。 
□ 連絡調整会議で確認されている 
□ 病院同士の連携で決定してもらっている 
□ 各当番病院の裁量で決めている 
□ 情報センターや医療相談窓口など受診前相談で振り分けられている 

 
4. 受入れ病院が満床となった場合などに、最終的にバックアップする体制がありますか 

□あり □なし 
 
「あり」の場合 どのような医療機関ですか？                  
バックアップ病院が受ける場合の手順は？（複数可） 

□ 都道府県の事業実施要綱等、書面ルールで規定されている。 
□ 連絡調整会議で確認されている 
□ 取り決めはなく病院同士の連携で決定してもらっている 
□ 情報センターや医療相談窓口など受診前相談で振り分けられている 
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5. 精神科救急医療体制整備事業内で救急医療とクリニック等通院医療の連携確保ための

何らかの活動（両法の代表者が一同に会して議論する機会など）がありますか？ 
□はい □いいえ 
「はい」の場合、具体的には？ 
□ 定期的な連携会議の開催 会議名称                     
□ 連携事例の検証の実施 機会の名称                     
□ その他 
                                        
 

6. 精神科救急医療体制の周知はどのように行っていますか？ 
一般医療機関に対して：                             
精神科医療機関に対して：                            
利用者に対して：                                

 
7. 精神科救急医療体制について地域医療計画における記載は？ 

□あり □なし 
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2) かかりつけ医がある場合 
① 時間外について、かかりつけ医が原則対応するルールがあるかどうか 

□あり □なし 
② かかりつけ医が診療所などで時間外対応できない場合の 1 次対応 

□診療所同士の協定等による対応 
□1 次当番を決めている 
□当番病院で対応する 

③ かかりつけ医が対応した場合の救急事業実績上の取り扱い（当番日でない場

合） 
□救急事業実績とする。 
□救急事業実績としない。 

④ かかりつけ医がたまたま救急当番医であり、対応した場合の救急事業実績上

の取り扱い 
□救急事業実績とする。 
□救急事業実績としない。 
 

その他、例外的な状況があればご記入ください 
                                     
                                     
                                     

 
3) これらのトリアージについては（複数可） 

□ 都道府県の事業実施要綱等、書面ルールで規定されている。 
□ 連絡調整会議で確認されている 
□ 病院同士の連携で決定してもらっている 
□ 各当番病院の裁量で決めている 
□ 情報センターや医療相談窓口など受診前相談で振り分けられている 

 
4. 受入れ病院が満床となった場合などに、最終的にバックアップする体制がありますか 

□あり □なし 
 
「あり」の場合 どのような医療機関ですか？                  
バックアップ病院が受ける場合の手順は？（複数可） 

□ 都道府県の事業実施要綱等、書面ルールで規定されている。 
□ 連絡調整会議で確認されている 
□ 取り決めはなく病院同士の連携で決定してもらっている 
□ 情報センターや医療相談窓口など受診前相談で振り分けられている 
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10 
 

5. 精神科救急医療体制整備事業内で救急医療とクリニック等通院医療の連携確保ための

何らかの活動（両法の代表者が一同に会して議論する機会など）がありますか？ 
□はい □いいえ 
「はい」の場合、具体的には？ 
□ 定期的な連携会議の開催 会議名称                     
□ 連携事例の検証の実施 機会の名称                     
□ その他 
                                        
 

6. 精神科救急医療体制の周知はどのように行っていますか？ 
一般医療機関に対して：                             
精神科医療機関に対して：                            
利用者に対して：                                

 
7. 精神科救急医療体制について地域医療計画における記載は？ 

□あり □なし 
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■身体合併症対策 
1. 並列モデル整備 

体制として精神科と一般科の両方を同一機関で診療できる合併症対応医療機関の確保 
□あり □なし 
 
「あり」の場合 
□ 全県対応として     施設指定している。 
□ 全ての圏域にそれぞれ立地し、指定されている。 
□ 一部の圏域に立地し、指定されている。 
□ その他                                   

 
2. 縦列モデルの強化 

体制内に、一般科の病院と精神科の病院の地域内連携による合併症対応の仕組みを含

みますか？ 
□あり □なし 
 
精神科救急医療体制の中で一般科と精神科の連係の機会はありますか？ 
□ 全県としてあり  機会の名称                        
□ 全ての圏域であり 機会の名称                        
□ 一部の圏域であり 機会の名称                        
 
地域の一般的な医療連携の機会に精神科担当者の参加はありますか？ 
□あり □なし □わからない 
「あり」の場合 その機会の名称                         
 
PEEC コース（日本臨床救急医学会）の開催 □あり □なし □わからない 
「あり」の場合 これまで   回くらい開催した 
 
その他の事例検証の機会 □あり □なし □わからない 
「あり」の場合 その機会の名称                         

 
3. 身体合併症対応について貴自治体での取り組みや体制について記載してください。 

                                       
                                       
                                       
 

これで終わりです。ありがとうございました。 

【調査票２（作業部会①－２「輪番」）】 
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精神科救急医療体制に関するアンケート 
 

平素より大変お世話になります。 
このたび、公益社団法人日本精神科病院協会では、平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 

指定課題 21「精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に

関する調査研究」を受託し、各自治体が実施する精神科救急医療体制整備事業に関する調

査研究を行うこととなりました。 
精神保健福祉法第 19 条には、「都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提

供されるように、夜間又は休日において（中略）地域の実情に応じた体制の整備を図るよ

う努めるものとする。 」とあり、本事業は、各種の調査・研究を通じて精神科救急医療体

制の実態を把握し、その課題を検討して今後のさらなる整備、ひいては国民や地域の精神

保健福祉医療を通じた健康増進に寄与する目的で行うものです。 
このうち本アンケートは、主に輪番病院としてどのように時間外救急患者の受け入れを行

っているかの状況について調査するもので、各支部、会員病院の皆様におかれましても、

各地域でこの役割にご尽力されていることと存じます。 
ご多忙中恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 
 
調査について：手順 
 
本調査は、２部構成です。 
Ⅰ部：支部でお答えいただく事項 
Ⅱ部：各会員病院でお答えいただく事項 
 
Ⅰ部の回答は支部長（ないし各都道府県協会長）にてご回答ください。 
Ⅱ部の回答は、アンケート用紙を各会員病院に FAX 等にて配信し、回答を支部で取りまと

めるか、あるいは日精協に直接ご返送ください。 
 
 
お問い合わせ 
公益社団法人 日本精神科病院協会 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 運営事務局 
〒108-8554 東京都港区芝浦 3-15-14 
TEL 03-5232-3311 FAX 03-5232-3309  
担当 大竹、瀬尾 
メールでのお問い合わせ：n-seo@nisseikyo.or.jp 
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【調査票１（作業部会①－１「基準」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

11 
 

■身体合併症対策 
1. 並列モデル整備 

体制として精神科と一般科の両方を同一機関で診療できる合併症対応医療機関の確保 
□あり □なし 
 
「あり」の場合 
□ 全県対応として     施設指定している。 
□ 全ての圏域にそれぞれ立地し、指定されている。 
□ 一部の圏域に立地し、指定されている。 
□ その他                                   

 
2. 縦列モデルの強化 

体制内に、一般科の病院と精神科の病院の地域内連携による合併症対応の仕組みを含

みますか？ 
□あり □なし 
 
精神科救急医療体制の中で一般科と精神科の連係の機会はありますか？ 
□ 全県としてあり  機会の名称                        
□ 全ての圏域であり 機会の名称                        
□ 一部の圏域であり 機会の名称                        
 
地域の一般的な医療連携の機会に精神科担当者の参加はありますか？ 
□あり □なし □わからない 
「あり」の場合 その機会の名称                         
 
PEEC コース（日本臨床救急医学会）の開催 □あり □なし □わからない 
「あり」の場合 これまで   回くらい開催した 
 
その他の事例検証の機会 □あり □なし □わからない 
「あり」の場合 その機会の名称                         

 
3. 身体合併症対応について貴自治体での取り組みや体制について記載してください。 

                                       
                                       
                                       
 

これで終わりです。ありがとうございました。 

【調査票２（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

1 
 

精神科救急医療体制に関するアンケート 
 

平素より大変お世話になります。 
このたび、公益社団法人日本精神科病院協会では、平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 

指定課題 21「精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に

関する調査研究」を受託し、各自治体が実施する精神科救急医療体制整備事業に関する調

査研究を行うこととなりました。 
精神保健福祉法第 19 条には、「都道府県は、精神障害の救急医療が適切かつ効率的に提

供されるように、夜間又は休日において（中略）地域の実情に応じた体制の整備を図るよ

う努めるものとする。 」とあり、本事業は、各種の調査・研究を通じて精神科救急医療体

制の実態を把握し、その課題を検討して今後のさらなる整備、ひいては国民や地域の精神

保健福祉医療を通じた健康増進に寄与する目的で行うものです。 
このうち本アンケートは、主に輪番病院としてどのように時間外救急患者の受け入れを行

っているかの状況について調査するもので、各支部、会員病院の皆様におかれましても、

各地域でこの役割にご尽力されていることと存じます。 
ご多忙中恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いいたします。 

 
 
調査について：手順 
 
本調査は、２部構成です。 
Ⅰ部：支部でお答えいただく事項 
Ⅱ部：各会員病院でお答えいただく事項 
 
Ⅰ部の回答は支部長（ないし各都道府県協会長）にてご回答ください。 
Ⅱ部の回答は、アンケート用紙を各会員病院に FAX 等にて配信し、回答を支部で取りまと

めるか、あるいは日精協に直接ご返送ください。 
 
 
お問い合わせ 
公益社団法人 日本精神科病院協会 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 運営事務局 
〒108-8554 東京都港区芝浦 3-15-14 
TEL 03-5232-3311 FAX 03-5232-3309  
担当 大竹、瀬尾 
メールでのお問い合わせ：n-seo@nisseikyo.or.jp 
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【調査票２（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

2 
 

Ⅰ 
 
■回答者（支部の担当者）に関すること 
1. 支部名              都・道・府・県 
2. 病院名                                    
3. ご職名                                    
4. お名前                                    
5. ご連絡先 電話：                               
     Email：          ＠                   

6. 政令市との協調等がある場合、協調自治体名をご記入ください。 
                                       
                                       
                                       

 
1. 都道府県内の公的専門医療機関の有無 

■国立（独立行政法人国立病院機構）の精神科病床（大学病院付属を除く） 
□ なし □ あり 
病院名：                                   
精神科救急医療体制における役割 
□ 参加なし 
□ 常時対応型 
□ 輪番 
□ その他：                                  
同院への医療観察法病棟の設置 
□ なし □ あり 
■自治体立の精神科病床（大学病院付属を除く） 
□ なし □ あり 
病院名：                                   
精神科救急医療体制における役割 
□ 参加なし 
□ 常時対応型 
□ 輪番 
□ その他                                  
同院への医療観察法病棟の設置 
□ なし □ あり  

【調査票２（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

3 
 

2. 都道府県内の大学付属病院精神科病床（分院含む）の有無 
□ なし □ あり 
病院名：①                           □閉鎖□開放 

②                           □閉鎖□開放 
③                           □閉鎖□開放 
④                           □閉鎖□開放 
⑤                           □閉鎖□開放 
⑥                           □閉鎖□開放 
⑦                           □閉鎖□開放 
⑧                           □閉鎖□開放 
⑨                           □閉鎖□開放 
⑩                           □閉鎖□開放 
書ききれない場合は余白・別紙をご利用ください 
 

精神科救急医療体制における役割（（ ）内は番号を記入） 
 参加なし （              ） 
 常時対応型（              ） 
 輪番   （              ） 
 その他                                  

 
3. 公立でなく大学病院付属でもない民間総合病院精神科病床 

病院名： ①                           □閉鎖□開放 
②                           □閉鎖□開放 
③                           □閉鎖□開放 
④                           □閉鎖□開放 
⑤                           □閉鎖□開放 
⑥                           □閉鎖□開放 
⑦                           □閉鎖□開放 
⑧                           □閉鎖□開放 
⑨                           □閉鎖□開放 
⑩                           □閉鎖□開放 
⑪                           □閉鎖□開放 
⑫                           □閉鎖□開放 
⑬                           □閉鎖□開放 
⑭                           □閉鎖□開放 
⑮                           □閉鎖□開放 
⑯                           □閉鎖□開放 
⑰                           □閉鎖□開放 
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【調査票２（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

2 
 

Ⅰ 
 
■回答者（支部の担当者）に関すること 
1. 支部名              都・道・府・県 
2. 病院名                                    
3. ご職名                                    
4. お名前                                    
5. ご連絡先 電話：                               
     Email：          ＠                   

6. 政令市との協調等がある場合、協調自治体名をご記入ください。 
                                       
                                       
                                       

 
1. 都道府県内の公的専門医療機関の有無 

■国立（独立行政法人国立病院機構）の精神科病床（大学病院付属を除く） 
□ なし □ あり 
病院名：                                   
精神科救急医療体制における役割 
□ 参加なし 
□ 常時対応型 
□ 輪番 
□ その他：                                  
同院への医療観察法病棟の設置 
□ なし □ あり 
■自治体立の精神科病床（大学病院付属を除く） 
□ なし □ あり 
病院名：                                   
精神科救急医療体制における役割 
□ 参加なし 
□ 常時対応型 
□ 輪番 
□ その他                                  
同院への医療観察法病棟の設置 
□ なし □ あり  

【調査票２（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

3 
 

2. 都道府県内の大学付属病院精神科病床（分院含む）の有無 
□ なし □ あり 
病院名：①                           □閉鎖□開放 

②                           □閉鎖□開放 
③                           □閉鎖□開放 
④                           □閉鎖□開放 
⑤                           □閉鎖□開放 
⑥                           □閉鎖□開放 
⑦                           □閉鎖□開放 
⑧                           □閉鎖□開放 
⑨                           □閉鎖□開放 
⑩                           □閉鎖□開放 
書ききれない場合は余白・別紙をご利用ください 
 

精神科救急医療体制における役割（（ ）内は番号を記入） 
 参加なし （              ） 
 常時対応型（              ） 
 輪番   （              ） 
 その他                                  

 
3. 公立でなく大学病院付属でもない民間総合病院精神科病床 

病院名： ①                           □閉鎖□開放 
②                           □閉鎖□開放 
③                           □閉鎖□開放 
④                           □閉鎖□開放 
⑤                           □閉鎖□開放 
⑥                           □閉鎖□開放 
⑦                           □閉鎖□開放 
⑧                           □閉鎖□開放 
⑨                           □閉鎖□開放 
⑩                           □閉鎖□開放 
⑪                           □閉鎖□開放 
⑫                           □閉鎖□開放 
⑬                           □閉鎖□開放 
⑭                           □閉鎖□開放 
⑮                           □閉鎖□開放 
⑯                           □閉鎖□開放 
⑰                           □閉鎖□開放 
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【調査票２（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

4 
 

⑱                           □閉鎖□開放 
⑲                           □閉鎖□開放 
⑳                           □閉鎖□開放 
㉑                           □閉鎖□開放 
㉒                           □閉鎖□開放 
㉓                           □閉鎖□開放 
㉔                           □閉鎖□開放 
㉕                           □閉鎖□開放 
㉖                           □閉鎖□開放 
㉗                           □閉鎖□開放 
㉘                           □閉鎖□開放 

 書ききれない場合は余白・別紙をご利用ください 
 
精神科救急医療体制における役割（（ ）内は番号を記入） 
 参加なし （                            ） 
 常時対応型（                            ） 
 輪番   （                            ） 
 合併症対応（                            ） 
 その他：                                  
 
4. 圏域分けがある場合は、圏域をご回答ください 

□ なし □ あり 
圏域名：①                                   

②                                   
③                                   
④                                   
⑤                                   
⑥                                   

 
5. 常時対応型病院がある場合、圏域ごとに回答してください 

□ なし □ あり 
病院名：圏域①                                

圏域②                                
圏域③                                
圏域④                                
圏域⑤                                
圏域⑥                                

  

【調査票２（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

5 
 

6. 圏域ごとの当番病院をご記入ください 
圏域名：①                                   
病院名：①－１                                 

①－２                                 
①－３                                 
①－４                                 
①－５                                 
①－６                                 
①－７                                 
①－８                                 
①－９                                 
①－10                                 

 
圏域名：②                                   
病院名：②－１                                 

②－２                                 
②－３                                 
②－４                                 
②－５                                 
②－６                                 
②－７                                 
②－８                                 
②－９                                 
②－10                                 

 
圏域名：③                                   
病院名：③－１                                 

③－２                                 
③－３                                 
③－４                                 
③－５                                 
③－６                                 
③－７                                 
③－８                                 
③－９                                 
③－10                                 
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【調査票２（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

4 
 

⑱                           □閉鎖□開放 
⑲                           □閉鎖□開放 
⑳                           □閉鎖□開放 
㉑                           □閉鎖□開放 
㉒                           □閉鎖□開放 
㉓                           □閉鎖□開放 
㉔                           □閉鎖□開放 
㉕                           □閉鎖□開放 
㉖                           □閉鎖□開放 
㉗                           □閉鎖□開放 
㉘                           □閉鎖□開放 

 書ききれない場合は余白・別紙をご利用ください 
 
精神科救急医療体制における役割（（ ）内は番号を記入） 
 参加なし （                            ） 
 常時対応型（                            ） 
 輪番   （                            ） 
 合併症対応（                            ） 
 その他：                                  
 
4. 圏域分けがある場合は、圏域をご回答ください 

□ なし □ あり 
圏域名：①                                   

②                                   
③                                   
④                                   
⑤                                   
⑥                                   

 
5. 常時対応型病院がある場合、圏域ごとに回答してください 

□ なし □ あり 
病院名：圏域①                                

圏域②                                
圏域③                                
圏域④                                
圏域⑤                                
圏域⑥                                

  

【調査票２（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

5 
 

6. 圏域ごとの当番病院をご記入ください 
圏域名：①                                   
病院名：①－１                                 

①－２                                 
①－３                                 
①－４                                 
①－５                                 
①－６                                 
①－７                                 
①－８                                 
①－９                                 
①－10                                 

 
圏域名：②                                   
病院名：②－１                                 

②－２                                 
②－３                                 
②－４                                 
②－５                                 
②－６                                 
②－７                                 
②－８                                 
②－９                                 
②－10                                 

 
圏域名：③                                   
病院名：③－１                                 

③－２                                 
③－３                                 
③－４                                 
③－５                                 
③－６                                 
③－７                                 
③－８                                 
③－９                                 
③－10                                 
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【調査票２（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

6 
 

 
圏域名：④                                   
病院名：④－１                                 

④－２                                 
④－３                                 
④－４                                 
④－５                                 
④－６                                 
④－７                                 
④－８                                 
④－９                                 
④－10                                 

 
圏域名：⑤                                   
病院名：⑤－１                                 

⑤－２                                 
⑤－３                                 
⑤－４                                 
⑤－５                                 
⑤－６                                 
⑤－７                                 
⑤－８                                 
⑤－９                                 
⑤－10                                 

 
圏域名：⑥                                   
病院名：⑥－１                                 

⑥－２                                 
⑥－３                                 
⑥－４                                 
⑥－５                                 
⑥－６                                 
⑥－７                                 
⑥－８                                 
⑥－９                                 
⑥－10                                 

 
これで終わりです。ありがとうございました。 

【調査票３（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

1 
 

Ⅱ 
 
■回答者に関すること 
1. 支部名              都・道・府・県 
2. 病院名                                    
3. ご職名                                    
4. お名前                                    
5. ご連絡先 電話：                               

     Email：          ＠                   
 
1. 病院が精神科救急医療体制の中で担当している役割をご回答ください 

□ 常時対応施設 
□ 輪番 
□ その他                                  

 
2. 当番日の日数をご回答ください 

□ 不定期：月に    日程度 
□ 定期的：                                 
平成 27 年度の当番日合計 平日夜間：      土休日：      

 
3. 夜間休日の当番として対応可能な（実際受け入れている）状況をご回答ください 

（複数可） 
□ 緊急措置入院・措置入院 
□ 応急入院 
□ 医療保護入院 
□ 任意入院 
□ 外来対応 
 

4. 平成 27 年度の当番日に受け入れた人数を、かかりつけ患者とそれ以外に分けてご回答

ください 
               かかりつけ以外の患者数   かかりつけ患者数 
緊急措置入院・措置入院：                            
応急入院：                                   
医療保護入院：                                 
任意入院：                                   
外来対応：                                   
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【調査票２（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

6 
 

 
圏域名：④                                   
病院名：④－１                                 

④－２                                 
④－３                                 
④－４                                 
④－５                                 
④－６                                 
④－７                                 
④－８                                 
④－９                                 
④－10                                 

 
圏域名：⑤                                   
病院名：⑤－１                                 

⑤－２                                 
⑤－３                                 
⑤－４                                 
⑤－５                                 
⑤－６                                 
⑤－７                                 
⑤－８                                 
⑤－９                                 
⑤－10                                 

 
圏域名：⑥                                   
病院名：⑥－１                                 

⑥－２                                 
⑥－３                                 
⑥－４                                 
⑥－５                                 
⑥－６                                 
⑥－７                                 
⑥－８                                 
⑥－９                                 
⑥－10                                 

 
これで終わりです。ありがとうございました。 

【調査票３（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

1 
 

Ⅱ 
 
■回答者に関すること 
1. 支部名              都・道・府・県 
2. 病院名                                    
3. ご職名                                    
4. お名前                                    
5. ご連絡先 電話：                               

     Email：          ＠                   
 
1. 病院が精神科救急医療体制の中で担当している役割をご回答ください 

□ 常時対応施設 
□ 輪番 
□ その他                                  

 
2. 当番日の日数をご回答ください 

□ 不定期：月に    日程度 
□ 定期的：                                 
平成 27 年度の当番日合計 平日夜間：      土休日：      

 
3. 夜間休日の当番として対応可能な（実際受け入れている）状況をご回答ください 

（複数可） 
□ 緊急措置入院・措置入院 
□ 応急入院 
□ 医療保護入院 
□ 任意入院 
□ 外来対応 
 

4. 平成 27 年度の当番日に受け入れた人数を、かかりつけ患者とそれ以外に分けてご回答

ください 
               かかりつけ以外の患者数   かかりつけ患者数 
緊急措置入院・措置入院：                            
応急入院：                                   
医療保護入院：                                 
任意入院：                                   
外来対応：                                   
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【調査票３（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

2 
 

5. 後方支援 
後方支援医療機関に患者を送っている    □ はい □いいえ 
後方支援病院として患者を受け入れている  □ はい □いいえ 
 

6. 精神科救急入院料病棟（合併症含む）の有無 
□ あり □なし 

 
7. 急性期治療病棟 医師 16：1 加算 

□ あり □なし 
 

8. 応急指定 
□ はい □いいえ 

 
9. 自由意見欄 

その他、精神科救急医療体制整備事業について、困っていること、改善してほしいこ

と等について自由にご記入ください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
これで終わりです。ありがとうございました。 

【調査票４（作業部会②－２「拠点」）】  

 

- 1 - 

精神科救急入院料病棟の運用実態に関する調査

（施設名                回答日 平成 28 年  月  日） 

 調査票は、A. 病院全体の概況、B. 精神科救急入院料認可病棟の運用概況、の２部からなりま

す。お答え可能な範囲で調査にご協力下さい。 
 
Ａ．病院全体の概況  
１．病院概況について、回答日現在の現況や数値をご回答願います。 
（１）設立主体 
 ①国立系独立行政法人  ②都道府県立・地方独立行政法人  ③その他公立 
 ④公的病院（赤十字、済生会、厚生連、社保、私立大学など）   
 ⑤民間（社会医療法人）  ⑥民間（その他） 
 
（２）全病床数       床（うち一般病床数      床） 
 
（３）精神科病棟の概要 

(a)精神科稼働病床数         床 
(b)精神科病棟数        棟 
 うち、精神科救急入院料病棟１       棟（病床数      床） 
    精神科救急入院料病棟２       棟（病床数      床） 
    精神科救急合併症入院料病棟     棟（病床数      床） 

 
２．精神科医が診察した時間外診療の実績（平成 27 年度）についてご回答願います。 
（１）診療時間外の診療件数        件 
   うち、精神科救急医療体制整備事業＊の対象       件 
 
（２）上記のうち、入院件数        件 
   うち、精神科救急医療体制整備事業の対象       件 
 
（３）昨年度の精神科救急医療体制整備事業への参加日数       日 
 
＊注）精神科救急医療体制整備事業とは、国と都道府県が運営し、参加施設に診察料や空床確保

料などの補助金が支給される精神科救急医療に関する公共事業のことです。 

＊調査票 A ご回答者  所属             氏名                  

TEL                             E-mail                    
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【調査票３（作業部会①－２「輪番」）】 
平成 28 年度障害者総合福祉推進事業 指定課題 21 
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究 

2 
 

5. 後方支援 
後方支援医療機関に患者を送っている    □ はい □いいえ 
後方支援病院として患者を受け入れている  □ はい □いいえ 
 

6. 精神科救急入院料病棟（合併症含む）の有無 
□ あり □なし 

 
7. 急性期治療病棟 医師 16：1 加算 

□ あり □なし 
 

8. 応急指定 
□ はい □いいえ 

 
9. 自由意見欄 

その他、精神科救急医療体制整備事業について、困っていること、改善してほしいこ

と等について自由にご記入ください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
これで終わりです。ありがとうございました。 

【調査票４（作業部会②－２「拠点」）】  

 

- 1 - 

精神科救急入院料病棟の運用実態に関する調査

（施設名                回答日 平成 28 年  月  日） 

 調査票は、A. 病院全体の概況、B. 精神科救急入院料認可病棟の運用概況、の２部からなりま

す。お答え可能な範囲で調査にご協力下さい。 
 
Ａ．病院全体の概況  
１．病院概況について、回答日現在の現況や数値をご回答願います。 
（１）設立主体 
 ①国立系独立行政法人  ②都道府県立・地方独立行政法人  ③その他公立 
 ④公的病院（赤十字、済生会、厚生連、社保、私立大学など）   
 ⑤民間（社会医療法人）  ⑥民間（その他） 
 
（２）全病床数       床（うち一般病床数      床） 
 
（３）精神科病棟の概要 

(a)精神科稼働病床数         床 
(b)精神科病棟数        棟 
 うち、精神科救急入院料病棟１       棟（病床数      床） 
    精神科救急入院料病棟２       棟（病床数      床） 
    精神科救急合併症入院料病棟     棟（病床数      床） 

 
２．精神科医が診察した時間外診療の実績（平成 27 年度）についてご回答願います。 
（１）診療時間外の診療件数        件 
   うち、精神科救急医療体制整備事業＊の対象       件 
 
（２）上記のうち、入院件数        件 
   うち、精神科救急医療体制整備事業の対象       件 
 
（３）昨年度の精神科救急医療体制整備事業への参加日数       日 
 
＊注）精神科救急医療体制整備事業とは、国と都道府県が運営し、参加施設に診察料や空床確保

料などの補助金が支給される精神科救急医療に関する公共事業のことです。 

＊調査票 A ご回答者  所属             氏名                  

TEL                             E-mail                    
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【調査票４（作業部会②－２「拠点」）】  

 

- 2 - 

Ｂ．精神科救急入院料病棟の運用概況  
精神科救急入院料認可病棟が複数ある場合は、お手数ながら、病棟ごとに本調査用紙をコピー

してご回答願います。 
 
特定入院料の種別 
 ①精神科救急入院料１ ②精神科救急入院料２ ③精神科救急・合併症入院料 
 
精神科救急入院料の認可年月日：平成    年    月 
（平成 28 年度以降の場合はご回答不要です。事務局へご連絡いただけると幸いです。） 
 
１．当該病棟の施設・設備について、回答日現在の状況や数値をご回答願います。 
（１）病床数       床 
（２）隔離室       室 
（３）個 室       室 
（４）上記のうち、酸素・吸引装置が設置されている部屋       室 
 
２． 当該病棟の専任または専従職員配置について、回答日現在の状況や数値（常勤換算）をご

回答願います。 
（１）医師      名（うち精神保健指定医     名） 
（２）看護師      名 
（３）コメディカルスタッフ      名 
 
３．当該病棟の診療実績について、お分かりになる範囲で、平成 27 年度の数値をご回答願いま

す。 
（１）当該病棟の運用概況 

(a)年間延べ在棟患者数           人（精神科救急入院料の算定外患者も含む） 
 (b)うち、精神科救急入院料を算定した延べ患者数           人 

 
（２）入棟件数         件（精神科救急入院料の算定外患者も含む） 

(a)うち、当院への入院が初回の患者数        件 
 そのうち、精神科への入院が初回の患者数      件 
(b)院内の他病棟からの転入患者数        件 
(c)入棟時の入院形式 

①緊急措置入院        件 
②措置入院            件 
③応急入院             件 
④医療保護入院        件 
⑤任意入院            件 
⑥その他           件（医療観察法鑑定入院、鑑定留置など） 

【調査票４（作業部会②－２「拠点」）】  

 

- 3 - 

(d)主診断の内訳（「その他」の病名は、主治医等にご確認の上、なるべく ICD-10 大コードに

分類して下さい。また、なるべく確定診断として下さい） 
F0（脳器質群）        件     F5（摂食障害等）       件 
F1（中毒依存群）       件     F6（人格障害群）       件 
F2（精神病群）         件     F7（知的障害）        件 
F3（感情病群）         件     F8（発達障害等）       件 
F4（神経症群）         件     F9（児童疾患等）       件 

  その他（上記のいずれにも該当しない）       件 
 
（３）退棟件数            件 

転棟・転院を含みます。 
  (a)自宅退院件数             件（福祉施設への退院を含みます） 

(b)院内転棟件数        件 
(c)他院への転院件数         件（医療観察法の入院医療機関を含みます） 

   ①うち精神科        件  ②一般科       件 
 (d)その他       件（警察、矯正施設などを含みます） 
  
４．平成 27 年度中に当該病棟に入棟した患者（前年度から継続して入院中の患者を除く）につ

いて、同年度内に実施された医学的処置に関する以下の設問にご回答願います。同年度内に再入

院した患者は別患者として下さい。 
（１）電気けいれん療法 

(a)実施患者の実人数      人（実施回数ではなく、実施した患者数です。実施回数が 1
回でも 10 回でも 1 人です） 

 (b)うち修正型         人（同上。非修正型と混合した場合は修正型に算入して下

さい） 
（２）クロザピン投与患者数         人 
（３）隔離 

(a)実施患者実人数        人（実施件数ではなく、実施した患者数です。隔離日数が 1
日でも 7 日でも 1 人です） 

(b)平均隔離日数          日（隔離実施患者における隔離日数の平均です） 
（４）身体拘束 

(a)実施患者実人数        人（隔離と同じです） 
(b)平均拘束日数           日（拘束実施患者における拘束日数の平均です） 

 
 
＊調査票 B ご回答者 所属              氏名               

TEL                            E-mail                   

ご協力ありがとうございました！
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【調査票４（作業部会②－２「拠点」）】  

 

- 2 - 

Ｂ．精神科救急入院料病棟の運用概況  
精神科救急入院料認可病棟が複数ある場合は、お手数ながら、病棟ごとに本調査用紙をコピー

してご回答願います。 
 
特定入院料の種別 
 ①精神科救急入院料１ ②精神科救急入院料２ ③精神科救急・合併症入院料 
 
精神科救急入院料の認可年月日：平成    年    月 
（平成 28 年度以降の場合はご回答不要です。事務局へご連絡いただけると幸いです。） 
 
１．当該病棟の施設・設備について、回答日現在の状況や数値をご回答願います。 
（１）病床数       床 
（２）隔離室       室 
（３）個 室       室 
（４）上記のうち、酸素・吸引装置が設置されている部屋       室 
 
２． 当該病棟の専任または専従職員配置について、回答日現在の状況や数値（常勤換算）をご

回答願います。 
（１）医師      名（うち精神保健指定医     名） 
（２）看護師      名 
（３）コメディカルスタッフ      名 
 
３．当該病棟の診療実績について、お分かりになる範囲で、平成 27 年度の数値をご回答願いま

す。 
（１）当該病棟の運用概況 

(a)年間延べ在棟患者数           人（精神科救急入院料の算定外患者も含む） 
 (b)うち、精神科救急入院料を算定した延べ患者数           人 

 
（２）入棟件数         件（精神科救急入院料の算定外患者も含む） 

(a)うち、当院への入院が初回の患者数        件 
 そのうち、精神科への入院が初回の患者数      件 
(b)院内の他病棟からの転入患者数        件 
(c)入棟時の入院形式 

①緊急措置入院        件 
②措置入院            件 
③応急入院             件 
④医療保護入院        件 
⑤任意入院            件 
⑥その他           件（医療観察法鑑定入院、鑑定留置など） 

【調査票４（作業部会②－２「拠点」）】  

 

- 3 - 

(d)主診断の内訳（「その他」の病名は、主治医等にご確認の上、なるべく ICD-10 大コードに

分類して下さい。また、なるべく確定診断として下さい） 
F0（脳器質群）        件     F5（摂食障害等）       件 
F1（中毒依存群）       件     F6（人格障害群）       件 
F2（精神病群）         件     F7（知的障害）        件 
F3（感情病群）         件     F8（発達障害等）       件 
F4（神経症群）         件     F9（児童疾患等）       件 

  その他（上記のいずれにも該当しない）       件 
 
（３）退棟件数            件 

転棟・転院を含みます。 
  (a)自宅退院件数             件（福祉施設への退院を含みます） 

(b)院内転棟件数        件 
(c)他院への転院件数         件（医療観察法の入院医療機関を含みます） 

   ①うち精神科        件  ②一般科       件 
 (d)その他       件（警察、矯正施設などを含みます） 
  
４．平成 27 年度中に当該病棟に入棟した患者（前年度から継続して入院中の患者を除く）につ

いて、同年度内に実施された医学的処置に関する以下の設問にご回答願います。同年度内に再入

院した患者は別患者として下さい。 
（１）電気けいれん療法 

(a)実施患者の実人数      人（実施回数ではなく、実施した患者数です。実施回数が 1
回でも 10 回でも 1 人です） 

 (b)うち修正型         人（同上。非修正型と混合した場合は修正型に算入して下

さい） 
（２）クロザピン投与患者数         人 
（３）隔離 

(a)実施患者実人数        人（実施件数ではなく、実施した患者数です。隔離日数が 1
日でも 7 日でも 1 人です） 

(b)平均隔離日数          日（隔離実施患者における隔離日数の平均です） 
（４）身体拘束 

(a)実施患者実人数        人（隔離と同じです） 
(b)平均拘束日数           日（拘束実施患者における拘束日数の平均です） 

 
 
＊調査票 B ご回答者 所属              氏名               

TEL                            E-mail                   

ご協力ありがとうございました！
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【調査票５（作業部会②－３「措置」）】 

 

措置入院に関する調査 
 
 貴院で受け入れた措置入院について、以下の設問にご回答下さい。ご回答者の職位を

下記から選択して下さい。 
 

 ①病院管理者 ②精神科責任者 ③精神科救急入院料病棟の責任医師 
 ④その他               
 
１．措置入院の受け入れについて 
（１）貴院への措置入院患者のうち、医療よりも司法で対応すべきと思われるケースを

経験されたことがありますか。 
 ①ある ②ない 
 
（２）措置入院相当であるにもかかわらず、措置入院プロセスに乗らずに来院したケー

スを経験されたことはありますか。 
 ①ある ②ない 
 
（３）精神科救急入院料病棟を維持するために、措置入院件数の確保に苦心されること

はありますか。 
 ①多いにある ②時にある ③あまりない ④全くない 
 
（４）措置入院指定病院の施設基準について、どう思われますか。 
 ①現状のままでよい  

②現状よりも厳しくすべきである（具体的に                  
                                    ） 

 
（５）措置入院決定までのプロセスについて、問題点のご指摘や制度的改革のご提案が

あれば、お聞かせ下さい。 
 
 
 
 
 
２．措置入院中の医療について 
（１）貴自治体の精神科救急医療体制整備事業には、措置入院患者の転院システムがあ

りますか。 
 ①明文化されたシステムがある ②不文律はある ③ない 
 
（２）上記のような措置入院患者の転院システムは必要と思われますか。 
 ①必要 ②不要 ③その他                           

【調査票５（作業部会②－３「措置」）】 

 

 
（３）貴院では、措置入院患者の主治医に特別の配慮はありますか。 
 ①他の入院形態と区別していない ②指定医＋研修医が原則など、手厚くしている 
 ③その他                        
 
（４）多職種チーム医療への特別の配慮をしていますか。 
 ①他の入院形態と区別していない ②コメディカルを加えるなど、手厚くしている 
 ③その他                        
 
（５）措置入院者の治療プログラムに特別の配慮をしていますか。 
 ①他の入院形態と区別していない  

②特別に設定している（具体的に                       ）        
    
（６）措置入院者の院内カンファレンスに特別の配慮をしていますか。 
 ①他の入院形態と区別していない  

②特別に設定している（具体的に                       ）   
 
（７）措置入院者に関する院外機関とのカンファレンスに特別の配慮をしていますか。 
 ①他の入院形態と区別していない  

②特別に設定している（具体的に                       ）   
 
（８）貴院には、アルコール依存症の治療プログラムはありますか。 

①専門病棟がある 
②専門病棟はないが、プログラムと専門スタッフは備えている。 

 ③特にプログラムはない 
 

（９）アルコール以外の薬物依存症の治療プログラムはありますか。 
①専門病棟がある 
②専門病棟はないが、プログラムと専門スタッフは備えている。 

 ③特にプログラムはない 
 
（１０）貴院の精神科救急入院料病棟では、統合失調症圏の患者に対する心理教育プロ

グラムを実施していますか。 
 ①実施している 
 ②実施していない 
 
（１１）貴院の精神科救急入院料病棟では、気分障害圏の患者に対する心理教育プログ

ラムを実施していますか。 
 ①実施している 
 ②実施していない 
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【調査票５（作業部会②－３「措置」）】 

 

措置入院に関する調査 
 
 貴院で受け入れた措置入院について、以下の設問にご回答下さい。ご回答者の職位を

下記から選択して下さい。 
 

 ①病院管理者 ②精神科責任者 ③精神科救急入院料病棟の責任医師 
 ④その他               
 
１．措置入院の受け入れについて 
（１）貴院への措置入院患者のうち、医療よりも司法で対応すべきと思われるケースを

経験されたことがありますか。 
 ①ある ②ない 
 
（２）措置入院相当であるにもかかわらず、措置入院プロセスに乗らずに来院したケー

スを経験されたことはありますか。 
 ①ある ②ない 
 
（３）精神科救急入院料病棟を維持するために、措置入院件数の確保に苦心されること

はありますか。 
 ①多いにある ②時にある ③あまりない ④全くない 
 
（４）措置入院指定病院の施設基準について、どう思われますか。 
 ①現状のままでよい  

②現状よりも厳しくすべきである（具体的に                  
                                    ） 

 
（５）措置入院決定までのプロセスについて、問題点のご指摘や制度的改革のご提案が

あれば、お聞かせ下さい。 
 
 
 
 
 
２．措置入院中の医療について 
（１）貴自治体の精神科救急医療体制整備事業には、措置入院患者の転院システムがあ

りますか。 
 ①明文化されたシステムがある ②不文律はある ③ない 
 
（２）上記のような措置入院患者の転院システムは必要と思われますか。 
 ①必要 ②不要 ③その他                           

【調査票５（作業部会②－３「措置」）】 

 

 
（３）貴院では、措置入院患者の主治医に特別の配慮はありますか。 
 ①他の入院形態と区別していない ②指定医＋研修医が原則など、手厚くしている 
 ③その他                        
 
（４）多職種チーム医療への特別の配慮をしていますか。 
 ①他の入院形態と区別していない ②コメディカルを加えるなど、手厚くしている 
 ③その他                        
 
（５）措置入院者の治療プログラムに特別の配慮をしていますか。 
 ①他の入院形態と区別していない  

②特別に設定している（具体的に                       ）        
    
（６）措置入院者の院内カンファレンスに特別の配慮をしていますか。 
 ①他の入院形態と区別していない  

②特別に設定している（具体的に                       ）   
 
（７）措置入院者に関する院外機関とのカンファレンスに特別の配慮をしていますか。 
 ①他の入院形態と区別していない  

②特別に設定している（具体的に                       ）   
 
（８）貴院には、アルコール依存症の治療プログラムはありますか。 

①専門病棟がある 
②専門病棟はないが、プログラムと専門スタッフは備えている。 

 ③特にプログラムはない 
 

（９）アルコール以外の薬物依存症の治療プログラムはありますか。 
①専門病棟がある 
②専門病棟はないが、プログラムと専門スタッフは備えている。 

 ③特にプログラムはない 
 
（１０）貴院の精神科救急入院料病棟では、統合失調症圏の患者に対する心理教育プロ

グラムを実施していますか。 
 ①実施している 
 ②実施していない 
 
（１１）貴院の精神科救急入院料病棟では、気分障害圏の患者に対する心理教育プログ

ラムを実施していますか。 
 ①実施している 
 ②実施していない 
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【調査票５（作業部会②－３「措置」）】 

 

（１２）精神科救急入院料病棟の入院患者に対して、作業療法を実施していますか。 
 ①算定できないが、ケースによって実施している 
 ②実施していない 
 
（１３）精神科救急入院料病棟の入院患者に対する急性期型の作業療法（短時間の個別

プログラム主体）を診療報酬上に新設すべきとお考えですか。 
 ①新設すべきである 
 ②特に必要ない 
 
（１４）精神科救急入院料病棟の入院患者に対して、ＳＳＴを実施していますか。 
 ①実施している 
 ②実施していない 
 
（１５）精神科救急入院料病棟の入院患者に対して、院内標準診療計画（クリニカルパ

ス）加算を算定していますか。 
 ①算定している 
 ②算定していない 
 
（１６）措置入院患者の入院中に、原則として、保健所など関連機関との連絡会議を義

務付ける必要はあると思いますか。 
 ①原則として、全例に会議を義務付けるべきである 
 ②ケースによっては会議を開催するよう義務付けるべきである 
 ③特に義務付ける必要はない 
 ④その他                           
 
（１７）措置入院中の医療について、制度的な改革のご提案があれば、お聞かせ下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
３．措置解除のプロセスについて 
（１）貴院では、措置症状消退の判断について、特段の配慮をしていますか。 
 ①特にない（主治医ないし指定医の判断に委ねている） 
 ②ケースによっては、院内スタッフによるカンファレンスを開催して判断している 
 ③原則として全例、院内スタッフによるカンファレンスを開催して判断している 
 ④その他                            
 

【調査票５（作業部会②－３「措置」）】 

 

（２）措置症状消退の判断を厳密化するために、院内の複数の指定医が判定し、一致し

ない場合は措置入院を命じた行政機関に関係者会議を要請できるよう制度化すべき

という意見に対して、どう思われますか。 
 ①賛成 
 ②条件付きで賛成（条件                          ） 
 ③反対（理由                               ） 
 ④どちらともいえない 
 
（３）措置解除の判断を厳密化するために、措置症状消退届を受けた行政機関が届け出

病院以外の精神保健指定医の意見を聴くことができるよう制度化すべきという意見

に対して、どう思われますか。 
 ①賛成 
 ②条件付きで賛成（条件                          ） 
 ③反対（理由                                ） 
 ④どちらともいえない 
 
（４）措置解除のプロセスについて、制度的な改革のご提案があれば、お聞かせ下さい。 
 
 
 
 
 
４．退院後の在宅ケア支援について 
（１）貴院では、措置入院患者（入院中に他の入院形態に移行した患者を含む）の在宅

ケア支援について、特段の配慮をしていますか。 
 ①他の入院形態と区別していない  

②特段の配慮をしている 
（具体的に                                ）   

 
（２）貴院では重症患者早期集中支援管理料（ＡＣＴ加算）を算定していますか。 
 ①算定している 
 ②認可取得を検討中 
 ③認可取得を考えていない 
 
（３）措置入院を命じた自治体は、退院後の在宅ケアのコーディネートにもっと責任を

もつべきであるという意見に対して、どう思われますか。 
 ①賛成 
 ②条件付きで賛成（条件                          ） 
 ③反対（理由                                ） 
 ④どちらともいえない 
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【調査票５（作業部会②－３「措置」）】 

 

（１２）精神科救急入院料病棟の入院患者に対して、作業療法を実施していますか。 
 ①算定できないが、ケースによって実施している 
 ②実施していない 
 
（１３）精神科救急入院料病棟の入院患者に対する急性期型の作業療法（短時間の個別

プログラム主体）を診療報酬上に新設すべきとお考えですか。 
 ①新設すべきである 
 ②特に必要ない 
 
（１４）精神科救急入院料病棟の入院患者に対して、ＳＳＴを実施していますか。 
 ①実施している 
 ②実施していない 
 
（１５）精神科救急入院料病棟の入院患者に対して、院内標準診療計画（クリニカルパ

ス）加算を算定していますか。 
 ①算定している 
 ②算定していない 
 
（１６）措置入院患者の入院中に、原則として、保健所など関連機関との連絡会議を義

務付ける必要はあると思いますか。 
 ①原則として、全例に会議を義務付けるべきである 
 ②ケースによっては会議を開催するよう義務付けるべきである 
 ③特に義務付ける必要はない 
 ④その他                           
 
（１７）措置入院中の医療について、制度的な改革のご提案があれば、お聞かせ下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
３．措置解除のプロセスについて 
（１）貴院では、措置症状消退の判断について、特段の配慮をしていますか。 
 ①特にない（主治医ないし指定医の判断に委ねている） 
 ②ケースによっては、院内スタッフによるカンファレンスを開催して判断している 
 ③原則として全例、院内スタッフによるカンファレンスを開催して判断している 
 ④その他                            
 

【調査票５（作業部会②－３「措置」）】 

 

（２）措置症状消退の判断を厳密化するために、院内の複数の指定医が判定し、一致し

ない場合は措置入院を命じた行政機関に関係者会議を要請できるよう制度化すべき

という意見に対して、どう思われますか。 
 ①賛成 
 ②条件付きで賛成（条件                          ） 
 ③反対（理由                               ） 
 ④どちらともいえない 
 
（３）措置解除の判断を厳密化するために、措置症状消退届を受けた行政機関が届け出

病院以外の精神保健指定医の意見を聴くことができるよう制度化すべきという意見

に対して、どう思われますか。 
 ①賛成 
 ②条件付きで賛成（条件                          ） 
 ③反対（理由                                ） 
 ④どちらともいえない 
 
（４）措置解除のプロセスについて、制度的な改革のご提案があれば、お聞かせ下さい。 
 
 
 
 
 
４．退院後の在宅ケア支援について 
（１）貴院では、措置入院患者（入院中に他の入院形態に移行した患者を含む）の在宅

ケア支援について、特段の配慮をしていますか。 
 ①他の入院形態と区別していない  

②特段の配慮をしている 
（具体的に                                ）   

 
（２）貴院では重症患者早期集中支援管理料（ＡＣＴ加算）を算定していますか。 
 ①算定している 
 ②認可取得を検討中 
 ③認可取得を考えていない 
 
（３）措置入院を命じた自治体は、退院後の在宅ケアのコーディネートにもっと責任を

もつべきであるという意見に対して、どう思われますか。 
 ①賛成 
 ②条件付きで賛成（条件                          ） 
 ③反対（理由                                ） 
 ④どちらともいえない 
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【調査票５（作業部会②－３「措置」）】 

 

 
（４）措置解除後に保健所管轄外の地区（都道府県は同じ）に退院するケースについて、

退院地を管轄する保健所等に患者の情報を伝達していますか。 
 ①原則として伝達している 
 ②ケースによって伝達している 
 ③原則として伝達していない 
 ④その他                            
 
（５）措置解除後に別の都道府県に退院するケースについて、退院地を管轄する保健所

等に患者の情報を伝達していますか。 
 ①原則として伝達している 
 ②ケースによって伝達している 
 ③原則として伝達していない 
 ④その他                            
 
（６）措置入院者の退院後の在宅ケアについて、関係諸機関が個人情報の保護よりも情

報共有を優先すべきであるという意見に対して、どう思われますか。 
 ①賛成 
 ②条件付きで賛成（条件                          ） 
 ③反対（理由                                ） 
 ④どちらともいえない 
 
（７）措置入院者の退院後の在宅ケア支援について、制度的な改革のご提案があれば、

お聞かせ下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました！ 

【調査票６（作業部会②－３「移送」）】

※大変お手数ではございますが、本調査用紙は必要部数をコピーの上ご記入ください。

精神科における救急搬送の実態に関する調査

平成 28 年  月  日 No.     

 平成 28 年 12 月 1 日から同年 12 月 31 日までの 1 ヶ月間に貴院に救急受診したケースにつ

いて、下記の設問にお答え下さい。ここでいう救急受診とは、貴院が救急と認定した受診の

全てです。調査期間内の複数受診（同日再診も含む）は、別ケースとして新たにご記入願い

ます。

１．性別（男・女）              

２．年齢 ①10 代 ②20 代 ③30 代 ④40 代 ⑤50 代 ⑥60 代 ⑦70 代 ⑧80 代以上

３．受診時間帯（準夜帯と深夜帯は平日・休日を問いません）

 ①当院診療時間内 ②当院休診日の日中（8 時半～17 時）

③準夜帯（17 時～22 時） ④深夜帯（22 時～8 時半）

４．搬送手段（最終段階の）

 ①自家用車両 ②通常タクシー ③救急車 ④警察車両 ⑤保健所等行政機関の公用車 

⑥福祉施設の車両 ⑦他の医療機関の車両 ⑧福祉タクシー ⑨当院車両（訪問診療）

⑩民間救急車（費用       円）⑪その他         

５．搬送起点（最終段階の）

 ①居住地 ②警察署 ③精神科医療施設 ④一般科医療施設 ⑤その他         

６．搬送時間（上記起点からの）

 ①1 時間以内 ②1～2 時間 ③2 時間超（   時間   分） ④不明

７．搬送前 24 時間以内の自傷行為

①なし ②生命リスクの高い自傷行為 ③生命リスクの高くない自傷行為

８．搬送前 24 時間以内の他害行為

①なし ②身体損傷を伴う他害行為 ③身体損傷を伴わない他害行為 

９．搬送時の同伴者（①以外は重複可。搬送車両に同乗していなくても可）

①なし ②親族 ③救急隊 ④警察官 ⑤行政職員 ⑥当院職員（職種       ）

⑦他院職員（職種      ） ⑧民間救急業者 ⑨その他         

１０．搬送時の行動制限

 ①なし ②人力のみ ③拘束具の使用 ④その他           ⑤不明

１１．受診時の受診意志

 ①明確 ②しぶしぶ ③拒否的 ④動揺 ⑤意志表示なし ⑥その他          
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【調査票５（作業部会②－３「措置」）】 

 

 
（４）措置解除後に保健所管轄外の地区（都道府県は同じ）に退院するケースについて、

退院地を管轄する保健所等に患者の情報を伝達していますか。 
 ①原則として伝達している 
 ②ケースによって伝達している 
 ③原則として伝達していない 
 ④その他                            
 
（５）措置解除後に別の都道府県に退院するケースについて、退院地を管轄する保健所

等に患者の情報を伝達していますか。 
 ①原則として伝達している 
 ②ケースによって伝達している 
 ③原則として伝達していない 
 ④その他                            
 
（６）措置入院者の退院後の在宅ケアについて、関係諸機関が個人情報の保護よりも情

報共有を優先すべきであるという意見に対して、どう思われますか。 
 ①賛成 
 ②条件付きで賛成（条件                          ） 
 ③反対（理由                                ） 
 ④どちらともいえない 
 
（７）措置入院者の退院後の在宅ケア支援について、制度的な改革のご提案があれば、

お聞かせ下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました！ 

【調査票６（作業部会②－３「移送」）】

※大変お手数ではございますが、本調査用紙は必要部数をコピーの上ご記入ください。

精神科における救急搬送の実態に関する調査

平成 28 年  月  日 No.     

 平成 28 年 12 月 1 日から同年 12 月 31 日までの 1 ヶ月間に貴院に救急受診したケースにつ

いて、下記の設問にお答え下さい。ここでいう救急受診とは、貴院が救急と認定した受診の

全てです。調査期間内の複数受診（同日再診も含む）は、別ケースとして新たにご記入願い

ます。

１．性別（男・女）              

２．年齢 ①10 代 ②20 代 ③30 代 ④40 代 ⑤50 代 ⑥60 代 ⑦70 代 ⑧80 代以上

３．受診時間帯（準夜帯と深夜帯は平日・休日を問いません）

 ①当院診療時間内 ②当院休診日の日中（8 時半～17 時）

③準夜帯（17 時～22 時） ④深夜帯（22 時～8 時半）

４．搬送手段（最終段階の）

 ①自家用車両 ②通常タクシー ③救急車 ④警察車両 ⑤保健所等行政機関の公用車 

⑥福祉施設の車両 ⑦他の医療機関の車両 ⑧福祉タクシー ⑨当院車両（訪問診療）

⑩民間救急車（費用       円）⑪その他         

５．搬送起点（最終段階の）

 ①居住地 ②警察署 ③精神科医療施設 ④一般科医療施設 ⑤その他         

６．搬送時間（上記起点からの）

 ①1 時間以内 ②1～2 時間 ③2 時間超（   時間   分） ④不明

７．搬送前 24 時間以内の自傷行為

①なし ②生命リスクの高い自傷行為 ③生命リスクの高くない自傷行為

８．搬送前 24 時間以内の他害行為

①なし ②身体損傷を伴う他害行為 ③身体損傷を伴わない他害行為 

９．搬送時の同伴者（①以外は重複可。搬送車両に同乗していなくても可）

①なし ②親族 ③救急隊 ④警察官 ⑤行政職員 ⑥当院職員（職種       ）

⑦他院職員（職種      ） ⑧民間救急業者 ⑨その他         

１０．搬送時の行動制限

 ①なし ②人力のみ ③拘束具の使用 ④その他           ⑤不明

１１．受診時の受診意志

 ①明確 ②しぶしぶ ③拒否的 ④動揺 ⑤意志表示なし ⑥その他          
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【平成27年度精神科救急医療体制整備事業実績等（作業部会②－１「報告様式」）】
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図1 精神科救急情報センター相談件数
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図2 精神科医療相談件数（2015年度）

総計195,708件（1日平均536.2件）
青森、高知は実績なしのため除外
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【平成27年度精神科救急医療体制整備事業実績等（作業部会②－１「報告様式」）】
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入院数 非入院数 受診件数 46,431
入院件数 21,043
（入院率 45.3%）
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総計195,708件（1日平均536.2件）
青森、高知は実績なしのため除外
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【平成27年度精神科救急医療体制整備事業実績等（作業部会②－１「報告様式」）】
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①緊急措置診察 ②措置診察 ③それ以外の診察 未回答
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図6 受診時間帯×精神科治療歴

①当院通院中 ②当院通院中断ないし終了

③当院初診（精神科未受診例） ④当院初診（他院受診歴あり）

⑤治療歴不明 未回答
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【調査票３集計結果（作業部会①－２「輪番」）】

集計結果

回答病院数 623病院/1205病院中（回答率：51.7％）

１．病院が精神科救急医療体制の中で担当している役割
病院数 割合

常時対応施設 20 3.2%
輪番 492 79.0%
その他 111 17.8%
計 623 100.0%

２．平成27年度の当番日の日数をご回答ください
不定期 定期 回答なし 計

常時対応施設 6 8 7 21 ※不定期・定期両方に回答：1病院

輪番 314 169 9 492
計 320 177 16 513

不定期 定期 回答なし

常時対応施設 28.6% 38.1% 33.3%

輪番 63.8% 34.3% 1.8%

計 62.4% 34.5% 3.1%

常時対応施設 輪番
夜間当番日 休日当番日 当番日数計 夜間当番日 休日当番日 当番日数計

病院数 15 473
最大値 294 122 366 261 123 366
中央値 31 22 53 15 11 29
最小値 0 0 10 0 0 1
平均値 68.80 40.47 109.27 27.35 15.18 42.54
標準偏差 93.82 39.51 122.88 33.91 18.08 47.53

３．夜間休日の当番として対応可能な（実際受け入れている）状況をご回答ください（複数可）
●対応可能病院数　※当番日数記載ありの病院を抽出

措置・緊急措置入院 応急入院 医療保護入院 任意入院 外来

病院数 割合 病院数 割合 病院数 割合 病院数 割合 病院数 割合

常時対応施設 14 93.3% 13 86.7% 15 100.0% 15 100.0% 15 100.0%
輪番 317 67.0% 198 41.9% 442 93.4% 436 92.2% 427 90.3%
計 331 67.8% 211 43.2% 457 93.6% 451 92.4% 442 90.6%

平成28年度障害者総合福祉推進事業　指定課題21
精神科救急医療体制の実態把握および措置入院・移送の地域差の要因分析に関する調査研究
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【調査票３集計結果（作業部会①－２「輪番」）】

４．平成27年度の当番日に受け入れた人数
●対応可能病院の受け入れ患者数　※当番日数記載ありの病院を抽出 ※当番日数記載ありの病院を抽出

[常時対応施設] 措置・緊急措置入院 受け入れ患者数 [輪番] 措置・緊急措置入院 受け入れ患者数
病院数 14 病院数 317

1病院あたり 1当番日あたり 1病院あたり 1当番日あたり

かかりつけ以外 かかりつけ 計 計 かかりつけ以外 かかりつけ 計 計
最大値 17 4 17 0.283 最大値 52 9 54 1.382
中央値 2.0 0.0 2.5 0.022 中央値 0.0 0.0 1.0 0.009
最小値 0 0 0 0.000 最小値 0 0 0 0.000
平均値 4.5 0.7 5.2 0.074 平均値 2.6 0.3 2.9 0.064
標準偏差 6.20 1.20 6.27 0.10 標準偏差 6.45 1.07 6.87 0.15

[常時対応施設] 応急入院 受け入れ患者数 [輪番] 応急入院 受け入れ患者数
病院数 13 病院数 198

1病院あたり 1当番日あたり 1病院あたり 1当番日あたり

かかりつけ以外 かかりつけ 計 計 かかりつけ以外 かかりつけ 計 計
最大値 24 4 28 0.103 最大値 49 7 49 0.206
中央値 0.0 0.0 0.0 0.000 中央値 0.0 0.0 0.0 0.000
最小値 0 0 0 0.000 最小値 0 0 0 0.000
平均値 2.7 0.5 3.2 0.024 平均値 1.1 0.2 1.3 0.016
標準偏差 6.55 1.13 7.61 0.04 標準偏差 5.02 0.82 5.28 0.03

[常時対応施設] 医療保護入院 受け入れ患者数 [輪番] 医療保護入院 受け入れ患者数
病院数 15 病院数 442

1病院あたり 1当番日あたり 1病院あたり 1当番日あたり

かかりつけ以外 かかりつけ 計 計 かかりつけ以外 かかりつけ 計 計
最大値 42 25 58 0.787 最大値 289 138 289 1.939
中央値 7.0 3.0 13.0 0.173 中央値 3.0 0.0 4.0 0.138
最小値 0 0 1 0.038 最小値 0 0 0 0.000
平均値 13.1 7.2 20.3 0.255 平均値 6.9 2.1 9.0 0.187
標準偏差 13.76 8.68 18.82 0.22 標準偏差 18.24 8.16 22.07 0.20

[常時対応施設] 任意入院 受け入れ患者数 [輪番] 任意入院 受け入れ患者数
病院数 15 病院数 436

1病院あたり 1当番日あたり 1病院あたり 1当番日あたり

かかりつけ以外 かかりつけ 計 計 かかりつけ以外 かかりつけ 計 計
最大値 14 8 22 0.361 最大値 89 61 116 3.000
中央値 0.0 0.0 1.0 0.005 中央値 1.0 0.0 2.0 0.056
最小値 0 0 0 0.000 最小値 0 0 0 0.000
平均値 2.1 1.5 3.7 0.046 平均値 2.7 1.9 4.6 0.110
標準偏差 4.29 2.39 6.14 0.10 標準偏差 6.68 5.53 10.20 0.21

[常時対応施設] 入院全体 受け入れ患者数 [輪番] 入院全体 受け入れ患者数
病院数 15 病院数 453

1病院あたり 1当番日あたり 1病院あたり 1当番日あたり

かかりつけ以外 かかりつけ 計 計 かかりつけ以外 かかりつけ 計 計
最大値 74 29 91 1.492 最大値 456 208 456 4.000
中央値 16.0 4.0 21.0 0.321 中央値 5.0 1.0 7.0 0.250
最小値 0 0 1 0.071 最小値 0 0 0 0.000
平均値 21.7 9.9 31.7 0.392 平均値 11.6 4.2 15.9 0.345
標準偏差 22.82 11.09 29.00 0.36 標準偏差 28.79 13.41 36.00 0.40

[常時対応施設] 外来 受け入れ患者数 [輪番] 外来 受け入れ患者数
病院数 15 病院数 427

1病院あたり 1当番日あたり 1病院あたり 1当番日あたり

かかりつけ以外 かかりつけ 計 計 かかりつけ以外 かかりつけ 計 計
最大値 94 384 406 1.869 最大値 401 647 670 4.467
中央値 8.0 5.0 13.0 0.472 中央値 3.0 0.0 4.0 0.172
最小値 0 0 0 0.000 最小値 0 0 0 0.000
平均値 19.8 42.1 61.9 0.527 平均値 8.7 8.6 17.3 0.350
標準偏差 28.96 99.92 110.36 0.56 標準偏差 24.19 39.22 50.59 0.51
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【調査票３集計結果（作業部会①－２「輪番」）】

常時対応施設 輪番 常時対応施設 輪番
かかりつけ以かかりつけ かかりつけ以かかりつけ かかりつけ以かかりつけ かかりつけ以かかりつけ

措置・緊急措 63 10 822 84 措置・緊急措86.3% 13.7% 90.7% 9.3%
応急 35 7 216 49 応急 83.3% 16.7% 81.5% 18.5%
医療保護 196 108 3,047 944 医療保護 64.5% 35.5% 76.3% 23.7%
任意 32 23 1,171 821 任意 58.2% 41.8% 58.8% 41.2%
入院全体 326 148 5,256 1,898 入院全体 68.8% 31.2% 73.5% 26.5%
外来 297 632 3,720 3,655 外来 32.0% 68.0% 50.4% 49.6%

５．後方支援　※はい・いいえ何れかに回答のあった病院抽出

回答病院数 病院数 割合 回答病院数 病院数 割合

常時対応施設 19 8 42.1% 19 11 57.9%
輪番 475 100 21.1% 470 193 40.6%
その他 41 6 14.6% 52 28 68.3%
計 535 114 21.3% 541 232 43.4%

６．精神科急性期医師配置加算（医師16対1）　※あり・なし何れかに回答のあった病院抽出
回答病院数 病院数 割合

常時対応施設 19 6 31.6%
輪番 487 112 23.0%
その他 64 5 7.8%
計 570 123 21.6%

後方支援病院として患者を受け入
れている

後方支援医療機関に患者を送って
いる
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【調査票３集計結果（作業部会①－２「輪番」）】

問９．自由意見欄に寄せられたご意見
その他、精神科救急医療体制整備事業について、困っていること、改善してほしいこと等について自
由にご記入ください

不備などシステムに関する不満等
● 運用のばらつき
● 情報不十分　情報遅延
● 「家族等」同意の問題　深刻！！責任問題
● 身元確認の困難
● 警察の事前受け入れ打診→受け入れ討議→決定→センターの調査　という流れで時間がかかる
● システムの不整備
● 救急システムと措置入院受入れシステムが別働で、時に重複することがある
● 警察の理解の問題
● 夜間休日365日でも輪番扱い
● 委託費が減額になった（内容詳細不明）。当番日が減らされて困っている。

トリアージ関係
● 精神科既往のみを理由に短絡的な受け入れ要請を経験する（病院前の評価不十分）
● 福岡は自傷他害のみのシステムで、それ以外への対応が不十分（科研でも指摘され、一般救急
の領域ではよく話題になります）
● システム利用による身体科からの転院依頼で、再受け入れが確保されないケースがあった。

当事者への配慮不十分
● 当番病院が居住地から遠いことがある　患者の居住地に配慮せよとの意見　複数
● ペットの対応
● 他地域からの受け入れで退院支援協力が欲しい

ルール・モラル違反　診療拒否　診療報酬都合
● かかりつけの問題（同様意見とにかく多数あり）
● クリニック問題（同様意見多数あり）
● 合併症転院が断られる
● 輪番病院が満床を理由に断ることがある
● 「３ケ月ルールにより、輪番当番日でない日でも当院に受診歴のある患者については受診又は入
院受入れが必要となるため、夜間体制に苦慮している。」意という意見。
他にも「他院を退院後3か月未満のケースは病床管理上苦慮」との意見あり

困難ケース
● 頻回措置入院者
● 民間では困難なケースがある（無保険者、家族の協力拒否、医療費不払い、外国人、触法例）マ
ニュアルがほしい…困るのは公立でも同じか？
● 県立病院が、処遇困難や身体合併症を受け入れない　合併症の件の対応が不十分　等複数
● 大都市圏の独居高齢者で家族が非協力　（頻度が高い困難パターン）
● 児童ケースへの対応

人員・設備の不足
● ｍECT条件の現実的困難　特に麻酔医
● 人がおらず、受け入れできない
● 医師不足　特に指定医（同様意見多数）
● 医師不足の病院が救急をやらない
● 医師勤務実態が整合できない。休日働いても通常診療業務があるため平日に振替代休できない

診療報酬・補助額などインセンティブに関すること
● 措置不要となった場合の経費　現行は医師手当のみ→初診料などはどこにも請求できないのが
● 質の向上など要求水準が上がるのに、医療費は上がらないのは矛盾ではないか
● 診療報酬上の評価不十分
● ケースミックスの要望

その他
● 単純に、「現場の負担感が大きい」という感想
● 当院は認知症専門病棟だから大変という意見
● 過疎地ではケース発生が無く、あったとしても対応できているのでシステムは要らない
● 日精協はアンケート結果をフィードバックせよ
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医師 4.9人
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ｺﾒﾃﾞｨｶﾙ 3.5人

診療実績

平均在院日数 48.9日
病床利用率 83.4％
新規患者率 81.6％
在宅移行率 73.8％

多床室 17.7

治療プロセス

隔離実人数 184.6人
平均 隔離日数 16.0日
拘束実人数 67.4人
平均拘束日数 10.8日
ECT実人数 14.3人

《入院計306.6》 《退院計305.7》

図10 精神科病棟の平均像
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